
民間による雨水貯留浸透施設整備に係る計画認定制度の創設

【改正概要】
浸水被害対策区域での民間事業者等による雨水貯留浸透施設整備に係る計画認定制度の創設

浸水被害対策区域で民間事業者等が行う一定規模以上の容量や適切な管理方法等の条件を充たした雨水貯
留浸透施設整備に係る計画認定制度を創設。認定事業者への施設整備費用に係る法定補助等を措置。

気候変動の影響による降雨量の増加を見据え、整備等に限界のある浸水被害対策区域（※ ）において、地域関
係者が一体となって雨水浸透や貯留に係る取組を一層促進するため、民間事業者等による雨水浸透・貯留に係
る自主的な取組を積極的に誘導・後押しする必要
（※ ）排水区域のうち、都市機能が相当程度集積し、著しい浸水被害が発生するおそれがある区域であって、当該区域における土地利用の状況

からみて、公共下水道の整備のみによっては浸水被害の防止を図ることが困難であると認められるものとして公共下水道管理者である
地方公共団体の条例で定める区域

雨水貯留浸透施設の整備イメージ

【民間事業者等による雨水貯留浸透施設整備に係る認定制度の概要】
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（計画への記載事項イメージ）
・雨水貯留浸透施設の位置、構造・設備、規模
・雨水貯留浸透施設の管理方法・期間

・雨水貯留浸透施設の設置に係る資金計画 等

（認定の効果：法定）
・公共下水道管理者による費用補助、当該補助がある場合の国による補助
・地方共同法人日本下水道事業団による、認定事業者からの委託に基づく
雨水貯留浸透施設の設置等の支援 等

雨水貯留浸透施設

下水道法
第25条の10～21
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